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正規・非正規雇用の平均給与の現状と「同一労働同一賃金」対応 

 

◆企業が支払った給与の総額、７年連続増加 

国税庁が租税負担の検討のため例年実施している「民間給与実態調査」の最新版が公表されました（2018 年 12

月 31 日現在の源泉徴収義務者が対象）。 

調査によれば、昨年中に民間の事業所が支払った給与の総額は、223 兆 5 千億円（前年対比 3.6％増）でした。

給与総額の増加は７年連続のことです。 

 

◆正規・非正規雇用の平均給与 

また、１年を通じて勤務した給与所得者の１人当たりの平均給与は 440 万円（同 2.0％増）でした。この平均給

与を正規・非正規雇用でみると、正規 504 万円（同 2.0％増）、非正規 179万円（同 2.2％増）とのことです。 

正規・非正規間では、給与に倍以上の格差があるといえます。 

 

◆同一労働同一賃金まであと半年 

2020年４月には、いわゆる「働き方改革関連法」（パート・有期法、改正派遣法等）による「同一労働同一賃金」

がいよいよ適用され、企業は正規・非正規雇用での不合理な給与の格差を禁じられることとなります（ただし、パ

ート・有期法の中小企業への適用は 2021 年４月から）。適用により、非正規雇用の平均給与は来年以降も増加す

るでしょう。 

 

◆同一労働同一賃金による人件費増をどうするか 

日本経済新聞（2019 年 9 月 21 日付）が実施した「社長 100 人アンケート」によれば、同一労働同一賃金に対応

した制度の導入により人件費が「増える」「どちらかといえば増える」と回答した企業は 46.9％でした。 

また、既に同一労働同一賃金に対応した制度整備を終えた企業のうち、「基本給・給与」を見直した企業は少な

かったようです。同アンケートでは、非正規雇用に賞与支給を開始する企業は 10.5％、非正規雇用の基本給を正規

雇用並みに引き上げる企業は 7.0％と少数でした。一方で、「手当・福利厚生」を見直したという回答が多く、た

とえば「時間外・深夜・休日手当の割増率」を見直した企業は 17.5％だったとのことです。 

企業によって対応に差はありますが、給与を中心とする待遇格差の是正や、そのコストへの対応が必要です。大

手他社の動向も参考にしつつ、対応を急ぎましょう。 
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来年 1月からハローワーク求人票が変わります 

 

◆ハローワークで求人する企業が再び増えている 

 ハローワークに登録した求人情報は、５年前から職業紹介事業を行う地方自治体や民間事業者に、オンラ

インで提供されています。 

 近年では、求職者が求人情報専門の検索サイト Indeed 等を利用して、多くの情報の中からより求める条件

に合致する企業を選んで応募するようになっています。 

 ハローワークがオンライン提供する求人情報は、こうしたサイトでもヒットする可能性があることから、

ハローワークを通じた求人が見直されつつあります。 

 

◆「人材確保対策コーナー」での求人相談も人気 

厚生労働省では、2018年 4月より全国 84のハローワークに「人材確保対策コーナー」を設置し、介護・

医療・保育の福祉人材分野と警備業、運輸業、建設業などの業種のマッチング支援を強化するため、専門相

談員を配置しています。 

求職者にも担当者がついて企業見学会や就職面接会などを実施しているため、求職者と密に接点を持つこ

とができ、利用が増えているようです。 

 

◆新しい求人票ではより多くの情報を掲載できるようになる 

 そうしたなか、ハローワークのシステムと求人票の様式が新しくなります。 

 Ａ４判片面から両面となり、固定残業代制度、職務給制度や復職制度の有無のほか、残業・休日労働に関

する労使協定（３６協定）で、繁忙期等により長い労働時間を設定する特別条項を定めているかなど、登録

する項目が追加されます。 

 また、会社や職場の写真、面接会場の地図や取扱商品の写真など、画像情報も登録できるようになるため、

より内容を工夫できるようになります。 

 

◆「マイページ」で求職者とも直接やり取りできるようになる 

 新しいハローワークインターネットサービスでは、会社が「マイページ」を設けて、担当者が会社のパソ

コンで、求人内容を変更したり募集停止をしたりすることができるようになります。 

また、求職者もマイページを登録している場合には、メッセージ機能を使って直接やり取りができるよう

になるため、求職者からの質問等によりきめ細かな対応ができ、安心感を持ってもらえるようになります。 

新サービスの運用は 2020年１月６日からで、既に求人票を登録済みの会社も、情報を追加登録することが

できますので、なかなか応募が来ないと悩んでいる場合には、追加登録を検討してみてはいかがでしょうか。 
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令和元年版 労働経済白書の要旨 

 

◆ポイントは「働きやすさ」と「働きがい」 

厚生労働省は、「令和元年版労働経済の分析」（以下、労働経済白書）を公表しました。今回の労働経済白

書では、人手不足下での「働き方」について、「働きやすさ」と「働きがい」の観点から分析が行われていま

す。多くの企業が人手不足を緩和するために、求人条件の改善や採用活動の強化などの取り組みを強化してい

る一方で、「働きやすさ」や「働きがい」を高めるような雇用管理の改善については、さらに取り組んでいく

必要があるとしています。 

 

◆賃金は増加の傾向 

2018年度の現金給与総額（月額）は、５年連続の増加となりました。一般労働者の名目賃金およびパートタ

イム労働者の時給も増加しています。白書によると、人材確保のために７割近くの企業が「求人募集時の賃上

げ」や「中途採用の強化」を行っています。 

しかし、それでも多くの労使が人手不足による職場環境への影響を感じており、｢働きやすさ｣、「働きがい」

の低下を実感しています。「働きがい」を向上させるためには、その前提として「働きやすさ」の基盤がしっ

かりと構築されていることが重要です。「働き方改革」を両観点から、より一層推進していくことが、人手不

足を緩和していくことに繋がります。 

 

◆「働きやすさ」のカギ 

男女、年齢を問わず、働きやすさの向上には「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」が必要であ

ると考えている労働者の割合が最も多く、次いで「有給休暇の取得促進」、「労働時間の短縮や働き方の柔軟

化」が多くなっています。15～44歳の女性にとっては「仕事と育児との両立支援」も働きやすさに関する重要

な要素です。有給休暇の取得促進や労働時間の短縮、働き方の柔軟化などの雇用管理が、従業員の働きやすさ

の向上、離職率の低下、新入社員の定着率の上昇につながると考えられ、企業に対応が求められるところでし

ょう。 

 

◆「働きがい」をもって働くために 

「働きがい」を高めるには、職場の人間関係の円滑化や労働時間の短縮などに加えて、上司からの適切なフ

ィードバックやロールモデルとなる先輩社員の存在を通じて、将来のキャリア展望を明確化することが重要で

す。また、質の高い「休み方」（リカバリー経験）が疲労やストレスからの回復を促進し、「働きがい」を高

める可能性があることにも注目です。「働きやすさ」の向上が定着率などを改善し、「働きがい」の向上が定

着率に加え、労働生産性、仕事に対する自発性、顧客満足度などさまざまなアウトカムの向上につながると考

えられます。白書では、具体的な企業の取組例も紹介されており、参考にできそうです。 

【参考:「令和元年版 労働経済の分析」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06963.html 
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今年は早期に「インフルエンザ対策」を始めましょう！ 

◆今年は早くも流行の兆しが…… 

 インフルエンザは例年 12 月から３月にかけて流行しますが、今シーズンは早めの注意・対策が必要となり

そうです。 

厚生労働省が 10月４日に発表したインフルエンザに関する発生状況によると、今年は例年より早い定点当

たり報告数の増加が見られており、インフルエンザ流行レベルマップを通した情報の提供の開始が早められ

ることとなりました。夏休み明け前後からインフルエンザによる学級閉鎖が行われるなどの例年にない状況

も見られることから、同省では、インフルエンザ・ワクチンの早めの手配に動き出しています。 

また、今年の国内のインフルエンザウィルスは、ヒトＡ型の AH1pdm09 が 73％、AH3 亜型が 17％、ヒトＢ

型が 10％。AH1pdm09 は 2009 年に世界的なパンデミックを起こしたウィルスで、そのときは 10～12 月に発生

のピークがありました。この点からも、今年はインフルエンザの流行時期が早まることが懸念されています。 

今後の本格的な流行に備え、「インフルエンザにかからない」、そして「感染を広げない」ための対策を

講じることが求められます。 

 

◆感染拡大防止のための企業対策 

企業においては、インフルエンザに罹患した従業員が発生した場合に備え、感染拡大防止のために出勤停

止期間の基準を明確化しておくことが必要です（インフルエンザは感染症予防法による法的な就業規制の対

象ではありませんので、自主的なガイドラインを策定することになります）。一般的に、インフルエンザ発

症前日から発症前後３～７日間はウィルスを排出するといわれていますので、その期間は出勤させないこと

が望ましいでしょう。 

社内規程を確認し、必要があれば整備しておきましょう。 

 

◆すぐできる、「清掃」によるインフルエンザ対策 

また、簡単ながら効果のある対策として、「清掃の徹底」が挙げられます。インフルエンザは、飛沫感染

のほか、接触感染により拡大します。机・テーブル、椅子、ドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターの

ボタン、トイレのレバーや便座等、職場で人がよく触れるところをこまめに水と洗剤で拭いて清掃しましょ

う。次亜塩素酸ナトリウム、イソプロパノール、消毒用エタノールといった消毒剤の利用も有効です。 

 

 

 
MonthlyLetter・ルーチェ 編集後記 

 今年のカレンダーも残り二枚となり、企業の皆様においてはそろそろ年末調整など年末業務に向けての 

準備が始まっている頃ではないでしょうか。 

 

 上記にも記載させていただきましたが、今年は例年よりインフルエンザの流行が早目であると言われてお

り、早くも夏休み明けより学級閉鎖があったようです。一人一人が予防することで事業所内での拡大を防ぐ

ことが出来ますので、従業員の皆様へもインフルエンザ予防について周知をしていただければと思います。 

（矢野記） 


